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1  委員会活動状況 

1 委員会活動状況  
 

時 期 活 動 議題・テーマ 

５  月 

H 3 0 .  5 . 1 7 委 員 会 

■委員長の選任 

■副委員長の選任 

■副委員長の順位 

６  月 

H 3 0 .  6 . 1 1 正副委員長会 

■出席要求理事者 

■確認事項 

■本日の委員会運営 

H 3 0 .  6 . 1 1 
委 員 会 

( 初 回 ) 

■出席要求理事者 

■確認事項 

■所管部局の事務事業概要の聴取 

■今後の委員会運営 

H 3 0 .  6 . 2 9 正副委員長会 
■定例会中の委員会運営 

■今後の委員会運営 

７  月 

H30 .  7 .  5 
委 員 会 

 ( ６ 定 １ 日 目 ) 

■報告事項の聴取 

（環境部） 

 ・平成 30年度環境部重点目標について 

 ・京都水道グランドデザイン（中間案）について 

 ・平成 30年度アクションプランについて 

 ・流域下水道事業の公営企業会計化について 

（建設交通部） 

 ・平成 30年度建設交通部重点目標について 

 ・平成 30年度アクションプランについて 

 ・丹後沿岸海岸保全基本計画の変更（案）について 

 ・京都府府営住宅条例の一部改正について 

 ・包括外部監査結果に基づく措置状況について 

H 3 0 .  7 . 1 1 正副委員長会 ■今後の委員会運営 

H 3 0 .  7 . 1 1 
委 員 会 

( ６ 定 ２ 日 目 ) 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

H 3 0 .  7 . 1 3 正副委員長会 ■分科会運営 

H 3 0 .  7 . 1 3 

予算特別委員会

分 科 会 

(６定追加補正 ) 

■審査依頼議案（説明聴取・質疑・適否確認） 
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1  委員会活動状況 

H 3 0 .  7 . 2 4 

～ 

H 3 0 .  7 . 2 5 

管 内 調 査 

■所管事項の調査 

○南丹広域振興局 

・平成 30年７月豪雨の被災状況について（南丹管内） 

・現地調査(国道423号(亀岡市法貴峠)、日吉ダム(南丹

市)) 

○中丹広域振興局 

・平成 30年７月豪雨の被災状況について（中丹管内） 

・現地調査（犀川（綾部市物部）、八田川（綾部市梅迫）、

舞鶴福知山線（舞鶴市三日市）） 

○丹後広域振興局 

・平成 30年７月豪雨の被災状況について（丹後管内） 

・現地調査（京都丹後鉄道（宮津市波路）、国道 178 号（宮

津市日置）、竹野川（京丹後市）） 

８  月 

H 3 0 .  8 . 2 7 

～ 

H 3 0 .  8 . 2 8 

管 外 調 査 

■所管事項の調査 

○富山新港管理局 

・環日本海・アジアの交流拠点としてさらなる発展を目指す

伏木富山港の取組について 

・現地視察（海王丸パーク） 

○北越急行株式会社 

・地方鉄道の利用拡大のための取組について 

・現地視察（六日町駅周辺） 

９  月 

H 3 0 .  9 . 2 5 正副委員長会 
■定例会中の委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

H 3 0 .  9 . 2 7 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( ９ 定 １ 日 目 ) 

■報告事項の聴取 

（環境部） 

・平成 30年度アクションプランの検討状況について 

・「京都府民の生活環境等を守るための硫酸ピッチの規制

に関する緊急措置条例」の期限満了について 

・京都府災害廃棄物処理計画（仮称）の策定について 

・京都水道グランドデザインの策定について 

・京都府営水道事業経営審議会の開催結果について 

・流域下水道事業の公営企業会計化に伴う条例改正（案）

について 

・いろは呑龍トンネル南幹線シールド工事に係る漏水及び

土砂流入事故の復旧と本格工事再開について 

（建設交通部） 

・建設交通部所管施設における指定管理者の選定につい

て 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 
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1  委員会活動状況 

H 3 0 .  9 . 2 8 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( ９ 定 ２ 日 目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

10  月 

H 3 0 . 1 0 . 1 8 管 内 調 査 
○全国道路利用者会議第 68回全国大会 

（行催事等委員会調査） 

11  月 

H 3 0 . 1 1 .  5 

～ 

H 3 0 . 1 1 .  7 

管 外 調 査 

■所管事項の調査 

○秋吉台エコミュージアム 

・自然環境保全・創設のための取組について 

・施設視察 

・現地視察（Mine秋吉台ジオパークセンター） 

○対馬市役所 

・海岸漂着物の現状と対策について 

・現地視察（対馬市厳原町椎根周辺） 

○ツシマヤマネコ野生順化ステーション 

・国内希少野生動植物保全の取組について 

・施設視察 

○福岡県議会 

・廃棄物の減量促進と環境リサイクル産業の振興、循環型

社会の構築について 

○九州旅客鉄道株式会社 

・九州旅客鉄道株式会社（JR九州）の経営基盤強化の取

組について 

H 3 0 . 1 1 . 2 6 正副委員長会 ■本日の委員会運営 

H 3 0 . 1 1 . 2 6 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■所管事項の調査 

・「北近畿におけるＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインの整

備等について」 

参考人：株式会社国土ガスハイウェイ 
取締役 松﨑 浩憲 氏 

12  月 

H 3 0 . 1 2 .  8 管 内 調 査 
○京都環境フェスティバル2018オープニングセレモニー 

（行催事等委員会調査） 

H 3 0 . 1 2 . 1 2 正副委員長会 
■定例会中の委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 



          

 

- 6 - 

1  委員会活動状況 

H 3 0 . 1 2 . 1 3 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( １ ２ 定 １ 日目 ) 

■報告事項の聴取 

（環境部） 

・京都府災害廃棄物処理計画（仮称）の策定について 

・平成 30年度アクションプランについて 

（建設交通部） 

・建設交通部所管施設における指定管理者候補団体につ

いて 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 3 0 . 1 2 . 1 4 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( １ ２ 定 ２ 日目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

１  月 

H 3 1 .  1 . 1 6 正副委員長会 ■本日の委員会運営 

H 3 1 .  1 . 1 6 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■所管事項の調査 

・「水環境を守るための浄化槽の果たす役割について」 

参考人：龍谷大学 名誉教授 

竺  文彦 氏 

２  月 

H 3 1 .  2 .  6 正副委員長会 ■分科会運営 

H 3 1 .  2 .  6 

予算特別委員会 

分 科 会 

(２定先行審議① ) 

■審査依頼議案（質疑終結まで） 

H31. 2. 14 

予算特別委員会 

分 科 会 

(２定先行審議② ) 

■審査依頼議案（適否確認） 

３  月 

H 3 1 .  3 .  4 正副委員長会 
■委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

H 3 1 .  3 .  7 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( ２ 定 １ 日 目 ) 

■報告事項の聴取 

（環境部） 

・京都府災害廃棄物処理計画（最終案）について 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 3 1 .  3 .  8 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( ２ 定 ２ 日 目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■付託請願の審査 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■委員会活動のまとめ 
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1  委員会活動状況 

■今後の委員会運営 

H 3 1 . 3 . 2 4 管 内 調 査 ○国道307号奥山田バイパス開通式 

（行催事等委員会調査） 
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                 (1) 概  要  
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

２  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

(1) 概  要 

 

本委員会は、環境部及び建設交通部の所管並びにそれに関連する事項を所管して

いる。 

各部局の主な所管事項は、下表のとおりである。 

 

部局名 主な所管事項 

環境部 環境保全・創出、上下水道等水循環 

建設交通部 
道路・河川・港湾等基盤整備、総合的交通体系、都市計画、 

住宅、建築、土地対策 

 

京都府議会の各常任委員会では、年４回の定例会において、条例案などの審査を

行うほか、議会の閉会中に委員会を開催して、府政の重要課題について、テーマを

設けて集中的に審議したり、京都府内や他府県に赴いて調査を行ったりしている。 

本委員会では、閉会中の常任委員会において、参考人制度を活用して、専門的知

見を有する方の意見を聴取し、テーマに関する議論を掘り下げた。 

また、管内調査では、京都府の施策が実施されている現場等に赴き、府の事業担

当者や所管事項関連の関係団体から説明を聴取するとともに、視察を行った。 

管外調査では、先進事例や京都府と共通する課題に対して、他の自治体や関係団

体がどのような取組を実施しているのか、もしくはどのように対応しようとしてい

るのかを調査した。 

なお、平成30年７月豪雨により、府内各地において大きな被害が発生したことか

ら被災状況の把握と今後の早期復旧の取組のため、７月の管外調査を取りやめ、被

災地の現地調査を実施した。 



                                     (2) 重要課題調査のための委員会  
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

 

 (2) 重要課題調査のための委員会 
 

① 北近畿におけるＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインの整備

等について           

(平成 30年 11月 26日(月)開催)      
                                                                       

 

■開催概要 

 

  我が国のＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインは、太平洋側に偏在しており、今

後発生の確率が高いといわれている南海トラフ巨大地震等を見据えたエネルギー

対策が必要である。 

そのため、国土強靱化の観点から、エネルギーセキュリティの強化に向け、北

近畿におけるＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインの整備に関する取組が必要であ

り、今回の委員会では、参考人を招致し、その課題や取組状況について聴取し、

議論を行った。 

 

■参 考 人 

「北近畿エネルギーインフラ整備の必要性等について」 

（株）国土ガスハイウェイ取締役 
      松 﨑 浩 憲 氏 
 

 
 

 

■進  行 
 

１ 関係理事者から府の取組状況を説明 
２ 参考人から説明聴取 
３ 上記を踏まえて、質疑・意見交換  

 

■出席理事者 

 

環境部副部長、環境総務課長、 

エネルギー政策課長、 

北部地域エネルギー資源戦略担当課長、 

港湾局長、道路計画課長 
 



(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 
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【理事者説明概要】 
 



 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 
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(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 
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【参考人説明概要】 



 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 
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(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 
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 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 
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(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 
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 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 
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(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 
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 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 
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(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 

 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ①  11月開催 (2) 重要課題調査のための委員会 

 

- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 重要課題調査のための委員会  ①  11月開催 

 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     (2) 重要課題調査のための委員会  

 

 

- 26 - 

2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

 

 (2) 重要課題調査のための委員会 
 

②水環境を守るための浄化槽の果たす役割について  

                                                 (平成31年１月16日(水)開催) 

 

■開催概要 

    京都府においては、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全など地域の水環境

を守るため、市町村が整備する公共下水道や集落排水施設と主に個人が設置す

る浄化槽により、汚水処理施設の整備を進めている。 

浄化槽（合併処理浄化槽）は、各家庭から排水されるし尿と生活雑排水を微

生物の働きを活用して浄化する施設であり、人家が散在する地域において有効

な生活排水対策となっている。 

府域では、汚水処理対策が進んでいるが、まだ未整備地域が残っており、そ

の早期解消に向けた取組が必要となっている。このため今回の委員会では、参

考人を招致し、地域の実情に応じて、比較的安価で、早期に設置できる浄化槽

の果たす役割や課題について聴取し、議論を行った。 

■参 考 人 

「浄化槽について」 

龍谷大学名誉教授、環境技術学会会長、 

おおつ環境フォーラム理事長  

竺  文 彦 氏 

■進  行 

１ 関係理事者から府の取組状況を説明 

２ 参考人から説明聴取 

３ 上記を踏まえて、質疑・意見交換 

■出席理事者 

   公営企業管理監兼副部長 

  環境総務課長 

水環境対策課長  

   流域下水道整備等担当課長 
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【理事者説明概要】 
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【竺 参考人説明概要】 

◆下水道の課題 

１ 雨天時の汚濁の垂れ流し。 

２ 地上から水がなくなる。 

３ 建設コスト（補修・再生コスト増、人口減の状況） 

４ 災害時対応 

上記の課題に対応するための浄化槽設置 

 

◆浄化槽の現状 

現在の浄化槽の処理技術は、極めて高いレベルにあり、処理によりきれいな水

が出ている。水質で言うと基本的にはＢＯＤ(生物化学的酸素要求量：最も一般的

な水質指標のひとつ)20に達している。以前の浄化槽では、ＢＯＤ60とか90の汚い

水を流していたが、今では、もう20に揃っている、さらに下水道よりもきれいな

水に処理されていることもある。 

また、浄化槽の管理に関しても、適切でしっかりした体制となっており、まっ

たく問題がないとは言えないが、ほとんど問題のない状況にある。 

 

◆公共用水域の汚濁源の処理状況 

公共用水域の汚濁源としては、工場排水、家庭排水、農業排水、ノンポイント・ 

ソースという４つが挙げられる。 

ノンポイント・ソースというのは、初期雨水で、晴れた日に屋根とか道路、あ 

るいは自動車が出した排気のごみや汚れなどとか、そういうものが最初に雨が降 

り出した５分間ぐらいの間に流れ出るもので、いろいろな有害物質が含まれてい

ると指摘されている。 

工場排水は、公害問題への対応等を背景に、かなり整備され、処理されている。 

家庭排水については、下水道あるいは浄化槽で取り組み、もう少しというところ

にまできている。家庭排水処理を早く切り上げて、次に汚濁源として残っている、

農業排水とノンポイント・ソースに取り組まねばならない状況にある。 

特に初期雨水、ノンポイント・ソースは、微量な汚濁源あるいは汚染源を多く

含んでいるので、研究分野では対策をとらねばならないと言われているが、そこ

まで対策が行き届いていない状況にある。 

家庭排水処理を浄化槽など、できるだけコストを下げた方式で、安い経費によ 

り行い、次の課題である農業排水やノンポイント・ソース対策に取り組むべきで 

あると、私は考えている。 

 

◆家庭排水の処理システム 

家庭排水の処理システムとしては、国交省管轄としての流域下水道、公共下水

道、地方の小規模の下水道として特別環境保全公共下水道がある。他に農林水産

省管轄の農業集落排水事業や環境省が管轄している浄化槽がある。以前は、家庭
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排水を全部処理するものを合併浄化槽、し尿のみを処理するのが単独浄化槽と呼

んでいたが、法律が改正され、浄化槽は全て合併処理でないといけないこととな

り、今は浄化槽という名称で統一され、単独浄化槽は、みなし浄化槽という名称

に変更され、処理を行っている。 

 

◆浄化槽が処理する規模 

浄化槽は、家族５人とか 10 人ぐらいの家庭の排水を処理するものと一般的に

思われているが、実は関西国際空港など大規模な浄化槽を事業として行っている

ところもある。また、下水道のない団地では処理場を持っており、何千人という

ような大きな浄化槽もある。規模で言うと、下水道クラスのものも浄化槽という

名前になっており、個人の家庭から何百人、何千人という規模の浄化槽まである。 

 

◆浄化槽が対応すべきもの 

基本的な考え方としては、都市部の人口密集地では下水道で処理すべきで、１ 

か所の大きな下水処理場をつくって対応する。少し離れたところの集落では小規

模下水道として、例えば、農村下水道とか、ある程度密集しているところでは、

その密集している地域だけの小さな下水道、小規模下水道をつくる。そして、そ

れらを除く人口の分散している地域は浄化槽でカバーをすることとする。 

この形で処理するのがコストも抑えられて良いが、問題は、下水道と浄化槽で

処理する境目をどの辺の規模、人口密集のところで分けるのかというところであ

る。 

滋賀県の場合は、全域を下水道で処理するとして、４区域に分けて、流域下水 

  道を４カ所つくり、全て下水道でやるんだと一時は言っていた。下水道というの 

は、人口密集地では、管渠をそれほど延ばさなくても水がたくさん入ってくるの 

で良いが、人口がばらついてくると、下水道管を延ばさないといけないので、コ 

ストが高くつき、無駄になってしまう。そのため、中心部は良いが、中心部から 

離れているところは、下水道をつくらずに浄化槽として個別に処理してしまった

ほうがコストは安くなる。この辺の見極め、どの部分、どの地域でどう分けるか

が重要で、もうそろそろ、下水道の整備は、終焉しても良いのではないかという

のが私の考え方である。 

そのことにより、次のステップである、農業排水とかノンポイント・ソースに

お金がつぎ込めるのではないかと考えている。 

 

 ◆合併浄化槽の整備が必要 

家庭から出てくる汚濁物の量について、し尿は家庭から出てくる汚濁物の約３ 

分の１しかない。残りは、いわゆる台所排水で台所や洗濯などから出てくる汚濁

が約７割。以前、浄化槽というのは、し尿浄化槽であったから、この約３割のし

尿を処理する設備として始まった。そうすると、そのときの処理は、ＢＯＤは60

や90と、非常に水質の悪い水でも仕方ないとなり、処理の基準がそれほどシビア

ではなかった。なぜそうなったかというと、くみ取りや単独浄化槽の場合は、し
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尿のみを処理するので、台所から出てくる７割の汚れは全部垂れ流しだった。 

滋賀県では、家庭排水が問題になった頃、単独浄化槽で処理しているというが、

台所から出てくる家庭の中の約７割の汚れはそのまま垂れ流し状態であった。こ

れでは良くないので、下水道の整備を進めようという動きになった。浄化槽であ

っても、し尿さえ処理していればいいという時代ではない。やはり全部処理しな

いといけないということで合併浄化槽というものができ始めた。合併浄化槽は、

家庭の汚れを全部処理するだけでなく、今は下水道よりもきれいなぐらい処理し

ている。 

浄化槽全体の課題としては、現在も単独浄化槽というものがあり、台所から出

てくる家庭からの炊事、入浴、洗濯による汚濁物は全部垂れ流している。しかも、

それは規制されていない上、法律も整備されていない。現在でも台所の汚水はそ

のまま川に流しても法律違反ではない。しかし、滋賀県では、台所から出てくる

汚水が川を汚しているということが大きな問題になったため、下水道整備と合併

浄化槽整備を進めることが必要だということになった。              

現在、浄化槽は、合併浄化槽と単独浄化槽がほぼ同数設置されており、単独浄

化槽を使っているところも多いので、これを早く合併浄化槽にかえないと、７割

の汚濁はそのまま垂れ流しになっている。今後の課題としては、単独浄化槽を全

体の汚水を処理する合併浄化槽にかえなければならない。 
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

(3) 管内外調査 

 

 

 

 

 

 

 

① 管内調査 (平成 30年７月 24日(火)～25日(水)) 

 

○南丹広域振興局（亀岡市）、法貴峠（亀岡市）、日吉ダム（南丹市） 

   平成30年７月豪雨の被災状況について 

○中丹東土木事務所（綾部市）、犀川､八田川（綾部市） 

   平成30年７月豪雨の被災状況について 

○丹後土木事務所（宮津市）、ＫＴＲ､国道178号（宮津市）、竹野川（京丹後市） 

   平成30年７月豪雨の被災状況について 

 

 

② 管外調査 (平成 30年８月 27日(月)～28日(火)) 

 

○富山新港管理局（富山県射水市） 

環日本海・アジアの交流拠点としてさらなる発展を目指す伏木富山港の取組 

について 

○北越急行株式会社（新潟県南魚沼市） 

地方鉄道の利用拡大のための取組について 
 

 

③ 管外調査 (平成 30年 11月５日(月)～７日(水)) 

 

○秋吉台エコミュージアム（山口県美祢市） 

自然環境保全・創設のための取組について 

○対馬市役所（長崎県対馬市） 

海岸漂着物の現状と対策について 

○ツシマヤマネコ野生順化ステーション（長崎県対馬市） 

国内希少野生動植物保全の取組について 

○福岡県議会（福岡県福岡市） 

廃棄物の減量促進と環境リサイクル産業の振興、循環型社会の構築について 

○九州旅客鉄道株式会社（福岡県福岡市） 

九州旅客鉄道株式会社（ＪＲ九州）の経営基盤強化の取組について 
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①  管内調査 

（平成30年７月24日(火)～７月25日(水)） 

【調査事項】 

◆南丹広域振興局（亀岡市） 

南丹管内の被災状況について 

〈現地調査：国道423号（亀岡市法貴峠）及び日吉ダム（南丹市）〉 

◆中丹広域振興局（綾部市） 

中丹管内の被災状況について 

〈現地調査：犀川（綾部市物部）、八田川（綾部市梅迫）及び舞鶴福知山線（舞鶴

市三日市） 

◆丹後広域振興局（宮津市） 

丹後管内の被災状況について 

〈現地調査：京都丹後鉄道（宮津市波路）、国道178号（宮津市日置）及び 

竹野川（京丹後市）〉 

 

【調査目的】 

平成30年７月豪雨により、府内各地において大きな被害が発生した。 

被害が大きかった地域の土木事務所等において、被災状況を把握するとともに、迅速 

な復旧支援を図るため、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市及び南丹市の被

災地について、緊急の管内調査を行う。 

 

【調査内容】 

７月５日から降り続いた平成30年７月豪雨により、南丹市以北の６市３町に災害救

助法が、さらに、綾部市には被災者生活再建支援法が適用される事態となり（後日、

福知山市にも適用）、５名の尊い人命が失われた。 

長時間かつ強い雨が降った中部及び北部地域では、各地でがけ崩れや土石流が発生

し、民家等が倒壊、さらに、本川及び支川の水位上昇により、広範囲で人家等の浸水

被害が発生し、護岸等が多数被災した。 

また、山間部を中心に道路法面の崩壊が

相次ぎ、府管理道路において約130箇所の 

通行規制を実施。京都丹後鉄道においては、

27箇所が被災し、大規模な法面崩壊が発生

したことから、相当期間、運転が取り止め

となり、府民生活にも大きな影響を及ぼし

た。被災地においては、被災の実態や復旧

に向けた取組状況を調査するとともに、被

災された府民の方からも､当時の状況や現

在の生活状況等について調査した。      〈国道178号（宮津市日置）の崩落状況を調査〉 
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② 管外調査 

（平成30年８月27日(月)～８月28日(火)） 

 

１ 富山新港管理局（富山県射水市） 
 
【調査事項】 

環日本海・アジアの交流拠点として更なる発展を目指す伏木富山港の取組について 

  

【調査目的】 

  日本海側港湾の貿易及び観光における国際競争力の強化のため、環日本海諸国の経

済発展を日本の成長へ取り込むことや太平洋側港湾の代替機能の強化、大規模災害時

の物流ネットワークの構築を進める伏木富山港の取組について調査する。 

 

【調査内容】 

  「富山港」は、江戸時代（寛永年間）に河口港として利用され、３度の改修工事を 

実施し、昭和 14年に「伏木東岩瀬港」として国際貿易港の指定を受け、昭和 18年に 

は、富山市に編入されて「富山港」と改称された。 

その後、昭和 61年に臨海工業地帯の「特定重要港湾伏木富山港」に、平成 23年４ 

月には「国際拠点港湾伏木富山港」に指定され、同年 11月には日本海側拠点港（機 

能別の（1）国際海上コンテナ（2）国際フェリー、国際 RORO船 （3）外航クルーズ 

（背後観光地クルーズ）を加え総合的拠点港）に選定された。 

今後、日本海側港湾の貿易及び観光における国際競争力を強化することで、中国、 

韓国、ロシアなど環日本海諸国の経済発展を日本の成長に取り込むとともに、太平洋

側港湾の代替機能を強化し、大規模災害時の物流ネットワークを構築することが、伏

木富山港に求められている役割と考え、３地区（伏木地区、新湊地区、富山地区）で

の更なる機能の充実と連携の緊密化に取り組んでいくとのことであった。 

 

【主な質問事項】 

 ・新湊大橋の建築費用について 

・港周辺の住宅等、開発状況について 

・港に係留されている個人所有のヨット等の状況について 

・海王丸パークの活用状況について など 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

〈新湊大橋から港を視察〉       〈海王丸船上で活用状況を聴取〉 
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２ 北越急行株式会社（新潟県南魚沼市） 
 

【調査事項】 

地方鉄道の利用拡大のための取組について 

  

【調査目的】 

  京都丹後鉄道の利用拡大と地域づくりの参考とするため、世界屈指の豪雪地帯を起

点とし、大河を渡り、日本海側に至る全長 59.5km の路線を有する鉄道会社が取り組

んできた、地域を元気にする鉄道の活かし方等について調査する。 

 

【調査内容】 

  「ほくほく線」は、豪雪地帯である新潟県魚沼地域と日本海側の頸城（くびき）地

域の生活基盤を確立する極めて重要な鉄道である。昭和 43年８月の着工以来、多く

の難工事を抱えるなど、多くの困難に直面したが、地域振興に懸ける沿線地域住民の

熱い期待に支えられながら、29年の歳月を経て、平成９年３月 22日に開業した。 

その担うべき役割は、次の４項目であるとの明確な認識を持ち、厳しい経営状況を

的確に見極め、鉄道設備のスリム化（変電所の廃止、信号設備の省力化等）、要員の圧

縮、利便性の向上等に取り組んできたとのことであった。 

¹  ① 日常生活を支える交通手段 ② 首都圏との最短輸送ルート 

③ 新潟県大観光周遊ルート  ④ 関西圏との交流ネットワークルート 

  また、利用拡大については、次の取組を実施し、成果を得たとのことであった。 

・超快速「スノーラビット」及び超低速「スノータートル」の運行 

・会員制度（沿線地域のみならず、全国からも広く利用され、沿線地域の活性化 

を図るため、「ほくほくスマイルクラブ」を設立） 

・沿線イベントにあわせた、ラッピングカーの運行 

・駅スタンプラリーの開催 

・沿線情報誌の発行 

・地域イベント等に合わせた臨時延長運転の実施 など 

 

【主な質疑】 

  ・人口減少状況への対応策について 

・バス、タクシーとの連携状況について 

・自然災害への対応について 

・利用拡大を目指したイベントの実施状況について 

・内部留保金の将来見通しについて など 

   

    

 

 

 

 

        

               

〈本社において会社概況を聴取〉 〈鉄道施設において取組状況を聴取〉 
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③ 管外調査 

（平成30年11月５日(月)～11月７日(水)） 

 

１ 秋吉台エコ・ミュージアム（山口県美祢市） 
 
【調査事項】 

自然環境保全・創設のための取組について 

  

【調査目的】 

  府内の自然公園の施設整備と維持管理等の参考とするため、四季を通じて全国から

多くの人々が訪れる秋吉台におけるキャンプ場等の整備状況と自然環境に十分配慮

しながら、自然とふれあい、学ぶ、エコツアーの実施に関する取組等について調査す

る。 

 

【調査内容】 

  山口県は、日本海と瀬戸内海に囲まれ、中央部を中国山地が走り、豊かな自然に恵 

まれ、8つの自然公園を有している。 

その内、秋吉台は、東西 17キロメートル、南北 8キロメートルの日本最大のカルス 

ト台地で昭和 30年に国定公園（秋吉台国定公園）に、昭和 39年に特別天然記念物 

に指定され、平成 27年には、秋吉台国定公園を含む美弥市全域が日本ジオパークに 

認定された。 

山口県では、自然環境整備交付金を活用し、自然公園等の施設整備を実施してきた。 

特に「秋吉台エコ･ミュージアム」は、山口県の秋吉台国定公園のビジターセンタ― 

として、初めての来訪者にも分かりやすく秋吉台の自然を多面的に紹介・案内するた

めに整備された。 

また、平成 17 年には、「エコツーリズム研究会」が設立され、秋吉台地域を拠点に

「秋吉台エコツアーマップ～自然と人の共生を目指して～」を作成するなど、全国か

ら多くの人の訪問を促す取組を着実に推進している。 

 

【主な質問事項】 

 ・自然環境保全のための地元住民の関わりについて 

・秋吉台エコミュージアムの活用状況について など 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈エコ・ミュージアムの活用状況を聴取〉  〈展望台から秋吉台を一望〉       
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２ 対馬市役所（長崎県対馬市） 
 

【調査事項】 

海岸漂着物の現状と対策について 

  

【調査目的】 

  海岸漂着物の回収・処理及び海ゴミ発生抑制に係る啓発活動の参考とするため、日

本や近隣諸国で発生した大量の漂着ゴミ対策に取り組む対馬市の「海岸漂着物対策推

進行動計画」の実施状況や海岸漂着物対策の現状と課題、施策の推進状況を調査する。 

 

【調査内容】 

  対馬市では、近年、日本や近隣諸国で発生したゴミが大量に漂着しており、生態系

を含む海岸環境の悪化、美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下等が危倶されている。 

国においては、海岸における良好な景観と環境を保全するために、平成 21 年 7 月

に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋

環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」を公布・施行した。 

また、長崎県では、法律の施行を受けて、「長崎県海岸漂着物対策推進計画」を策定

し、総合的な海岸環境の保全を図っている。 

さらに、対馬市は地理的に大陸に近く、対馬暖流や季節風の影響を受けて、全国的

に見ても海岸漂着ゴミの量が非常に多いことから、漂着ゴミ関連の調査や回収事業の

ほか、地域の民間団体等による海岸清掃活動を実施している。しかしながら、さまざ

まな課題が残されており、海岸漂着物対策の現状と課題を踏まえ、具体的に対応する

ため、「対馬市海岸漂着物対策推進行動計画」を策定し、海岸漂着物対策を着実に推進

している。 

 

【主な質問事項】 

 ・ゴミを排出している韓国や中国に対する市のアクションについて 

・回収した発砲スチロール、ペットボトル等の再利用について 

・国内ゴミ対策として、注目されているレジ袋やペットボトルへの対応について 

・韓国等、外国のゴミ規制状況について  

・海洋漂着ゴミの特徴について など 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〈ゴミの漂着状況を調査〉     〈広範に大量のゴミが漂着〉 
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３ ツシマヤマネコ野生順化ステーション（長崎県対馬市） 
 
【調査事項】 

国内希少野生動植物保全の取組について 

  

【調査目的】 

  絶滅の恐れのある野生生物の保全活動の参考とするため、対馬市におけるツシマヤ

マネコをはじめとする野生動植物と人が共生できる島づくりを目指した「対馬市環境

基本条例」の概要や環境の保全及び創造に関する施策の展開状況を調査する。 

 

【調査内容】 

  ツシマヤマネコ（以下「ヤマネコ」という。）は、対馬の下島にごくわずか生息し

ており、平成６年に環境省の国内希少野生動植物種に指定され、このままでは姿を消

してしまう可能性があるとされている（現在推定 70～100匹）。 

このような状況にあって、ヤマネコの生息数を増やすため、島内の野生のヤマネコ

を保護すると同時に、必要に応じて島外の動物園で生まれたヤマネコ（京都市動物園

でも 4匹飼育）を下島の自然に帰すことが有効と考え、野生復帰の取組を進めている。 

ツシマヤマネコ野生順化ステーションは、対馬外の動物園で生まれたヤマネコが   

 対馬の自然の中で生きることができる（野生復帰できる）ように訓練をする施設とし 

て平成 26年 12月に完成したもので、国内では先例のない、ヤマネコを含む哺乳類の 

野生復帰のための技術（訓練の内容、能力評価の仕方など）の開発等に取り組んでい 

る。 

 

【主な質問事項】 

・野生順化に係る地域の取組について 

・事業実施のための順化ステーションのスタッフ数について 

・順化ステーションの予算状況について 

・動物との共生に係る考え方について など 

 

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

〈順化ステーションの取組を聴取〉 〈順化ケージにおいて生育状況を調査〉 
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４ 福岡県議会（福岡県福岡市） 
 

【調査事項】 

廃棄物の減量促進と環境リサイクル産業の振興、循環型社会の構築について 

  

【調査目的】 

  資源の循環的利用と廃棄物の減量等による持続可能な循環型社会構築の参考とす

るため、福岡県が平成 27年 11月に創設した、リサイクル認定制度の運用状況と課題

等について調査する。 

 

【調査内容】 

  福岡県では、「福岡県県産リサイクル製品認定制度」を創設し、資源の循環的な利

用及び廃棄物の減量促進を図り、循環型社会の形成を目指している。 

認定制度では、品質や安全性等について一定の基準を満たすリサイクル製品に対し、

外部有識者で構成される審査委員会が認定基準に基づき審査を行った上で県が認定・

公表し、認定書の交付や普及啓発等を通じ、資源の循環利用及び廃棄物の減量の促進

を図っている。 

平成 30年２月には、52製品を認定し、県内リサイクル産業の育成を図るとともに、

県調達方針に定めることで、県公共事業でのリサイクル製品の利用促進に率先して取

り組んでいる。 

 

【主な質問事項】 

  ・産業廃棄物税収入の推移・見通しについて 

・不法投棄の状況について 

・リサイクル製品の利用促進対策について 

・産業廃棄物の最終処分場の延命効果について 

・融資制度の活用状況について など 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈リサイクル認定制度の概要を聴取〉 
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５ 九州旅客鉄道株式会社（福岡県福岡市） 
 
【調査事項】 

九州旅客鉄道株式会社（ＪＲ九州）の経営基盤強化の取組について 

  

【調査目的】 

  人口減少やモータリゼーション化による鉄道利用者減少等、鉄道を取り巻く厳しい

状況にある中、鉄道事業の経営基盤強化の参考とするため、ＪＲ九州グループの中期

経営計画（2016～2018）における収益力増進を目指した、重点戦略等について調査す

る。 

   

【調査内容】 

  ＪＲ九州グループの中期経営計画（2016～2018）は、地域の発展に貢献する長期持

続的な事業活動を可能とする強固な経営基盤づくりをさらに加速させることを目指

し、３つの重点戦略を定めている。その内「すべての事業の根幹である強靱な鉄道づ

くり」では、「安全・安心・快適な鉄道基盤の強化」のほか、次の取組を推進してい

る。 

◆ブランドや連携の強化による収益力の増進 

   ・九州新幹線の新たな需要喚起 

   ・鉄道を通したまちづくり 

   ・ＷＥＢを活用した鉄道利用促進  

   ・インバウンド需要の取り込み など 

◆技術革新と効率的な事業運営の追求 

   ・効率的な業務運営体制（ＩＣＴ化、機械化、省力化）の追求 

   ・衆知を集め、社員全員が経営改善に貢献 

   ・環境にやさしい新型車両の開発 

   ・効率的なエネルギー利用の促進 など  

 

【主な質問事項】 

  ・安全に対する社員の声への対応状況について 

・インバウンドに対応するためのフリーパス等の料金設定状況について 

・自動運転システムへの取組状況について など 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈中期経営計画の概要を聴取〉 
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委員会活動のまとめ Ⅱ 

小原 舞 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この１年間、四方委員長、中村副委員長、園崎副委員長をはじめとして、理事者

の皆様、そして委員の皆様、職員の方々、大変お世話になりましてありがとうござ

いました。所管も広くいろいろございますけれども、特に災害が頻繁に起こる昨今

において、関係各位の皆様の災害発生時における対処をはじめ、災害復旧・復興の

取組に感謝申し上げます。 

まず、この環境・建設交通常任委員会の中でも、や 

はり第一に、安心・安全、府民の皆様の生命、財産を 

守るということが何よりも大事なことだと思っており 

ますけれども、昨今はまさに６月の大阪府北部地震、 

平成30年７月豪雨、８月の台風20号、９月の台風21号、  

24号等、災害からの復旧・復興の途上で立て続けに自 

然災害に見舞われて、府内各地で大変な被害が発生し 

たところでございます。そこで、管内調査といたしま 

しても、平成30年７月豪雨の被災状況については、特 

に被害が多かった地域の土木事務所において、南丹や 

中丹、丹後管内の説明を受け、更に現地を見させていただきまして被災状況の把握 

調査、迅速な復旧のために何が必要なのか、また、次なる災害のときにどう対処し 

ていくかという現場の声をしっかりと踏まえた中で、検証の必要性を認識すること 

ができました。今後も本府におかれましては、災害対応の総合的な検証会議の開催、 

また、先進的な危機管理体制の構築に取り組まれ、復興庁事務次官や顧問の御経験 

のある、西脇知事を先頭に、まさに安心・安全を第一に取り組んでいただくことを 

引き続きよろしくお願い申し上げます。 

  あとは防災・減災の取組ですけれども、改めて平時においての官民連携の重要性

であったり、ライフライン、電気、土木業者やトラック業者であったり、そういっ

たさまざまな主体との協定というものを結んでいただいていると思いますけれど

も、その協定を結び、かつ、防災訓練の中でも実際に取り組んでいったり、まさか

の災害が起きたときに迅速に対応できる体制というものを部署や所管を超えて、横

串を通して連携していただきたいと思います。もちろん被災者の支援というのがま

ず大事になってまいりますけれども、やはり情報伝達というもののあり方も、これ

は所管を越えるかもしれませんけれども、例えば通行止めで交通渋滞が起きた場合、

特に今回の７月豪雨ではＫＴＲと27号線が止まって、高校生が学校に通えないとい

２月定例会の委員会（平成 31年３月８日開催）において、各委員から、１年間の「委

員会活動のまとめ」として、本委員会の所管事項に関する総括的な所感や、意見・要

望等の発言があった。 

以下、その内容を発言順に記載した。 
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森下  由美 委員 

うような状況で代替のバスに走っていただきました。これが更にスムーズにいくよ

うな形で、災害の一方で利用者の方々の利便性と地域経済というものも動いている

わけでありますので、被災者支援が一番、そしてまたこういった情報伝達のあり方

や、また災害ごみの問題もございますが、よろしくお願い申し上げます。 

  更に、地元舞鶴においては高野川、伊佐津川、由良川とございますけれども、例

えば高野川は10年に一度の災害が何度も起きている状況になっております。総合的

な治水対策を５年以内に進めていただくというような要望は、オール京都で、本当

に地元の皆様が一丸となっている状況と思いますので、引き続き河川の土砂のしゅ

んせつも含めてよろしくお願い申し上げます。 

  そして、これまでも京都舞鶴港について、質問をずっとさせていただきました。

今回の予算の中で２期整備に向けた準備ということで予算もつけていただいてお

りますが、うれしい悲鳴で置き場所が無くなって、カルビーのフルグラ工場も含め

て未利用地の活用を考えていただいております。これはまさに現地現場の事業者の

皆さんの声をしっかり聞いていただきながら、細やかに、機械の使い勝手のよさも

含めて、よろしくお願い申し上げます。そして、臨港道路上安久線、27号線バイパ

スは、この間も質問させていただいたように２期整備の埋め立てに土砂を活用して

いただくことによって、この厳しい財政難の中でコスト面でも、資源の循環の面で

も同時並行で行うということは非常に重要になってくると思いますので、引き続き、

国への要望も強くお願い申し上げます。 

  また、重要課題の中では、北近畿におけるＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインの

整備等についても勉強させていただきました。これからもエネルギー、循環型のま

ちづくり、再生可能エネルギーも含めて、更に高齢化が進む中で、障害を持たれた

方、更には病気、けがをされている方、妊婦の方、子ども、そして赤ちゃんも含め

て、今後特に公共交通のあり方ということで、本当に交通弱者にやさしい公共交通

のあり方を、私も関心を持って取り組んでいきたいと思っておりますので、今後と

もよろしくお願い申し上げまして、この１年間のお礼とまとめにかえさせていただ

きます。この１年、本当にありがとうございました。 

 

 

 

    委員長、副委員長をはじめ、委員の皆様、理事者の皆様、

そして議会事務局の皆様、１年間ありがとうございました。

大変お世話になりました。 

環境・建設交通常任委員会での定例議会をはじめ、管内 

外の現地調査、それから閉会中委員会では大変有意義な学    

習や、議論を深めることができたと感謝をいたしておりま 

す。１年を振り返って一言簡単に発言をさせていただきた 

いと思います。 

   この１年間、先ほどもお話がありましたように、水害や

地震、台風と本当に災害の多い年でした。委員会で豪雨災
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酒井  常雄 委員 

害の被災地への現地調査にも行き、災害のひどさに本当に驚きました。職員の皆さん

には大変御苦労いただき、災害復旧のために御尽力をいただいたことに感謝いたしま

す。 

   私も地元をはじめ、府内の被災地に足を運び、災害の実態把握に努めました。とり

わけ、私の地元八幡市では、地震、台風による被害が大きく、いまだに住宅の再建が

追いついていないという実態があります。京都府の住宅耐震改修助成制度の適用条件

緩和をしていただき、本当に助かった世帯がありました。しかし、いまだに再建でき

ない実態も残されています。新年度予算で住宅耐震改修助成制度の継続対策がとられ

ましたが、地震被害及び耐震化という条件に適用できない家屋や建築物など課題がた

くさん残されていました。自力で再建できない世帯が改めて転居を余儀なくされてい

ます。住宅再建法のあり方や幅広い住宅改修助成制度の必要性が求められているとこ

ろです。この際、住宅改修助成制度の取組もぜひ進めていただきたいなと思っており

ます。災害に強いまちづくりの観点からも治山治水対策、河川改修なども早急に進め

ていただくことを求めたいと思います。 

   また、私の住む八幡市ではＮＥＸＣＯによる新名神高速道路建設用地買収における

建築物解体からアスベスト飛散防止対策を求める住民の皆さんから声が上がり、一緒

に対策を求めてきました。積極的な対応もしていただきましたが、アスベストを吸引

して健康被害を受けた方たちの訴訟問題から発して、今もアスベストを含む多くの建

築物の解体に携わる建築労働者や、その周辺環境への影響、飛散防止対策が求められ

ています。アスベスト含有レベル３についても、リサイクル法届出義務づけなど法整

備や条例で位置づけることなどが急がれます。今後、災害時の対応など引き続き取組

強化を課題としていただきますよう求めておきます。 

   まだまだ、常任委員会では学んだことがたくさんありました。特に、管内外での調 

査活動をはじめ、参考人を招致しての勉強会などで学んだことをしっかりと活かして、

引き続き問題の解決に向けて私も頑張っていきたいと思っております。１年間ありが

とうございました。 

 

 

 

 

   委員長、副委員長、委員の皆さん、そして理事者の皆様、

１年間ありがとうございました。大変お世話になりました。 

１年を過ぎようとしているときに今思うのは、やはりさま

ざまに社会が変化を始めているなということをすごく思い

ます。よく言われますように、人口減少、少子高齢化、また

自然環境の問題。変化の中で我々がどう立ち向かうのかとい

うことが非常に議論された１年であったのではないかなと

思いました。他の常任委員会の皆さんからお聞きしていても、

そのような感想をお聞きしているところであります。その変

化を見据えて、ここ環境・建設交通常任委員会でも私は複合
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迫   祐仁 委員 

的課題について議論があったなと思います。例えば、先ほどありましたＬＮＧ。エネ

ルギーに関する課題についても、京都府におけるＬＮＧ、インフラ整備の促進に向け

た取組の中で、府がＬＮＧインフラ整備に対する取組、理由を３つ挙げられていまし

た。ＬＮＧ基地や広域ガスパイプラインは太平洋側に集中しているため、それを是正

する。南海トラフ地震等の大規模災害におけるリダンダンシーの確保、国土強靱化の

観点。３つ目に日本海側と太平洋側を結ぶ幹線パイプライン整備の必要性が示されて

おりました。要するにこの取組は環境部から見ればエネルギー政策だ、ところが危機

管理の観点でのエネルギー政策でもある。２つの連携が必要であるという取組なのか

なと思います。ただ、連携は確かに政策のコストパフォーマンスを向上させるんです

けれども、ともすればもたれ合いというところに留意点が必要かなと思いますし、連

携から協働へどう発展させるのかというのがこれからのポイントになるのかなと考え

ています。課題へのアプローチはやはり複眼的でなければいけないというふうに思い

ますし、また環境部については、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み、

パリ協定の適用がいよいよスタートする2020年への期待のときに、平成31年度の執行

体制の素案では、環境部が下水道部門を除いて再編されると。府民生活部と一体的な

施策推進のための府民環境部が設置されるというふうに伺っています。府民生活部か

ら危機管理部門が独立して、また危機管理部が設置されると。４月１日以降になるん

だと思いますが、このことに関して、今、申しましたように一部やはり疑問が残る部

分があります。環境部がそこへ行ってしまうということに疑問が残る部分があります

けれども、これは一面的な判断でそう捉えるのではなくて、再編による多面的な効果

を期待して、環境部のより一層の御活躍を私も一緒に応援をさせていただきたいと思

います。 

  そして、もう一つが、今言いましたように下水道部門が、環境部から建設交通部へ

所管が変わるというお話ですけれども、老朽化問題を抱える下水道や汚水処理問題に

ついて、ここでもこの課題を複眼的に捉えることがポイントになっていたかなと思い

ます。下水道、汚水処理、老朽化、そして人口減少。その中で府の汚水処理普及率が

98％、合併処理浄化槽の能力がアップしていると、その現状を踏まえながら京都府水

洗化総合計画2015にも人口減少等を踏まえた見直しポイントについて指摘がされてい

ました。やはりここでも社会変化の中で政策、施策のあり方、マッチングについて、

新しい編成になりますけれども、その中でも新たな視点にしっかりと挑んでいただき

たいと思います。 

  １年間、本当にお世話になりました。今言いましたことをお願い申し上げて、私の

感想とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

四方委員長、中村、園崎両副委員長をはじめ、全ての委員の皆さん、また理事

者の皆さん、本当に１年間お世話になりましてありがとうございました。 

この１年のまとめということなんですけれども、まず最初に、今ありました災害
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の要因の一つと言われています地球温暖化対策のこと

であります。パリ協定が 2016 年に発効され、日本でも

脱炭素社会実現に向けた対策を早急にとることが必要

となっております。国連の気候変動に関する政府間パネ

ルの特別報告書原案が、先月の２日に発表されておりま

したけれども、地球温暖化による海面上昇が従来の予測

を大きく上回っていると。20 世紀末ごろと比べて 21 世

紀末に、これまでの予測の 0.8 メートルから最大で 1.3

メートル上がるおそれがあるというふうに言われてい

ます。各国政府が一刻も早く温室効果ガスを 1990 年比

で大幅な削減を進めていると。脱炭素社会を実現することが求められております。

世界の動きを見ていましたら、脱原発、脱石炭で温室効果ガスを減らす、再生エネ

ルギーへの転換がどんどん進んできています。ところが、日本政府は原発と石炭火

力をベースロード電源と位置づけて再生可能エネルギー、自然エネルギーへの転換

が本当におくれているという中で、削減目標も 2030 年が 2013 年比 26％削減、90

年比で 18％削減にしかならないと。京都府はその中でも京都議定書誕生の地とし

てＣＯ２削減目標を 2030 年に 1990 年比で 40％削減と、国よりも高い目標を持って

おられます。ところが、ＣＯ２削減に大きな影響を与えています関西電力の舞鶴火

力発電所１・２号基のＣＯ２総排出量は、2012 年度では 1,072 億 1,000 万トンを排

出しているということで、日本の企業の中でワースト 18 位ということでした。び

っくりしました。これで京都府のＣＯ２削減の努力が台なしになってしまうのでは

ないかなと思います。関西電力に脱原発と再生エネルギーへの転換をしっかりと求

めていくことが必要だなと思います。 

また、2020 年に地球温暖化対策条例の改正がされていくということですけれど 

も、日本の政府のベースロード電源の立場に立つのではなくて、脱原発、脱石炭で

温室効果ガスを減らして再生エネルギーへの転換へ向かう目標を持つように、これ

は要望しておきたいと思います。 

次に、地域での地産地消の再生エネルギーを普及していくということですけれど 

も、現在、自然環境を破壊していく数多くのメガソーラー建設が府内で進んでいま

す。南山城村の約 72 ヘクタールのメガソーラーの計画というのは、地元に全く無

縁の外資参入の会社が住民の声を無視してもうけ本位の計画で進められていると。

2015 年末に事業計画が府に出されてから、住民は環境、防災、事業者の信頼性な

どの問題点を掲げて計画の中止を求めてきました。しかし事業者は住民説明会を打

ち切って、昨年秋に森林法、砂防法に基づく開発申請の手続を強行しました。本年

１月 25 日に本府が開発を許可しました。地元の自然を守る会など住民の方たちは

直ちに、「断じて容認できない」ということで抗議声明を出して、計画の凍結と中

止を今、求めておられます。 

京都府は、京都府の林地開発行為の手続に関する条例を全国に先駆けて定め、総 

合的に対応していると。森林地域で１ヘクタールを超える開発の場合には、森林法

の許可申請前に事業者に対して地元の説明会開催を義務づけて、自治会との間で生
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活環境の保全協定の締結を求めるなど地域住民との合意形成の手続を定めている

と。更に、事業面積 50 ヘクタール以上の太陽光発電事業を含む大規模事業は、京

都府の環境影響評価条例を対象とした国基準よりも厳しく対処していると、このよ

うに述べていらっしゃいますけれども、実際はこの条例をすり抜けるかのような

50 ヘクタール未満のメガソーラー建設が各地で進んでいるということです。太陽

光発電そのものを本府アセス条例の対象に位置づけることや面積要件も思い切っ

て引き下げることなどの改正をすべきだと、これは要望しておきたいと思います。 

地域の生活環境の確保、また景観、防災、安全面、そうしたものを何よりも優先

して再生可能エネルギーの建設は地域と共生できるようにすべきだとの立場で規

制を強化する自治体が広がっています。これまでも紹介しましたけれども、兵庫県

では太陽光発電に関する条例を施行して、事業区域 1,000 平米以上の届出を義務づ

ける。景観、環境、防災、反射光、近隣住民への説明などを規定して事業区域 50

ヘクタール以上は森林の保護を 60％とするなど、規制を求めています。亀岡市で

も災害の防止や景観保全などを目的にして、事業禁止区域の設定、また禁止区域外

でも届出制や許可制などを盛り込んだ条例を提案されています。このように地域の

実情を踏まえて、自然と環境を壊すメガソーラー計画について条例等による規制強

化をしっかりとやっていくということが京都府に求められていると思います。 

一方で、地域の消費電力の 100％発電を達成した南丹市園部町の大河内地域です 

けれども、自分たちの近くには再生エネルギーが豊富に存在しているということで、

地域にあるエネルギーを見つけて活用する。原発や化石燃料に頼らない持続可能な

日本を次世代に残していく、地域を活性化する鍵がここにあるように思います。地

域単位で、地域の将来を考える。地域に存在するエネルギーで循環の地域社会をつ

くっていく。そのためにも今、各地域での取組の広がりが求められているとして、

南丹地域での自然エネルギー普及促進の会を立ち上げるということで、元気に取り

組んでいらっしゃいます。本府もやっぱりこの取組を学んで、府内に広げていくべ

きだと思います。地産地消のエネルギー政策をしっかりとやっていくということが

求められていると思います。 

最後になりますけれども、北陸新幹線の延伸計画です。計画で、大規模災害時に 

東海道新幹線の代替機能になるとか、経済効果があるとか、またインバウンドを呼

び込むというけれども、ほとんど地下を通ります。京都市内は大深度地下工事が想

定されています。他県では、地下水が枯れて地盤沈下も起きているということであ

ります。京都丹波高原国定公園や芦生の原生林などの自然や文化財、地下水などの

生活環境の破壊を心配して、京都府も国や鉄道運輸機構に要請をされております。

停まる駅は京都駅と松井山手駅です。京都駅は大深度地下工事が想定されています

ので、それによると地下 10 階という状況になります。東海道新幹線との乗り降り

には大変不便が生じると。そして、あと松井山手駅には速達列車かがやきが何本と

まるのか、心配されています。富山県の新高岡駅では、高岡市を挙げてＰＲしまし

たけれども、北陸新幹線の速達列車かがやきは、１日に１往復の臨時便が週末限定

でしか停車していません。また、松井山手駅は地上駅が想定されて、建設費の安く

つく高架線での敷設が想定されますけれども、周辺は住宅地でもありまして、騒音
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問題などが予想されます。新幹線の延伸というのは莫大な財政負担を府民に与えま

す。観光客が駅に着いて乗りかえの不便さを感じるでしょうし、観光客の目的であ

る自然や文化財の建物が破壊されると。地下水の影響は食品や生産する産業にも影

響を与えていきます。大深度地下工事はどのような被害が起こるか不明であって、

地価評価も下がっていっているというのが実態です。地域に住民が住めないような

まち壊しに通じるのではないかと思いますので、そういう点では北陸新幹線の延伸

というのは一旦立ちどまって中止をしていくことが必要だと思います。 

以上、私が述べたことなども、またいろいろと考慮していただきまして施策にも 

活かしていただけたら幸いかなと思っています。本当に１年間お世話になりました。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

   この１年間、正副委員長並びに各委員の皆さん、それから理事者の皆さん、本当に

お世話になりましてありがとうございます。 

環境・建設交通常任委員会としてさまざまな現場調査も含

めまして、府民の安心・安全のための論議ができたかなと思

っています。昨年は、豪雨や台風や地震など災害が相次ぎま

した。そんな中で、建設交通部の皆さんを中心に頑張っても

らった。これは主に天災に対する対応ということで頑張って

もらいました。それから、環境部は産廃の問題であったり、

大気汚染や地下水汚染とか、そういう高度成長期のいろんな

ツケが今、回ってきているという難しい状況のもとで、住民

の暮らしの周辺の環境を守るという立場で、よく頑張っても

らったかなと思います。 

  私は、府政をチェックするというか、そういう立場で厳しいことばかり言わせても

らいましたけれども、これはやっぱり府民目線という立場でいろいろ言わせてもらっ

たので、気を悪くせずに、取り入れていただけるところは十分取り入れてもらったら

なと。まず、よろしくお願いしたいと思います。 

  それで感じたのは、災害対応で復旧工事とか普段の河川整備とかさまざまな業務が

重なって、本当に現場の体制は大変だなというふうに感じました。予算特別委員会で

もいろいろ指摘をさせてもらったのですけれども、技術職員の増員も含めて土木事務

所の体制を強化してもらいたいなと思うんです。今の土木事務所の配置で十分なのか、

あるいは出張所や駐在所となっているところもこれでいいのか、ここら辺はしっかり

現場を預かる部として、知事をも動かすような構えで体制強化に臨んでいただきたい

なと。これは強く求めておきたいと思います。 

  豪雨とか台風とかでいろいろ被害を受けるわけですけれども、やっぱり日常普段に

減災対策などをやっておくというのは非常に大事かなと思うんです。これは全国的な

災害状況を見ても、河川整備をきちんとやっていたところはそれなりに効果があって、

前窪 義由紀 委員 
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減災あるいは大災害から守るというような効果も発揮しております。その点でちょっ

と気にかかるのは、本府の河川整備率が36.1％で、全国ワースト６位の状況にあると

いうことです。去年の分は含まないと思うんですけれども、過去５年間の被災状況を

見ますと、京都府は900億円ぐらいの被災額になっています。これは全国的にも高い水

準で３位ぐらいになっています。そういう府県となっているわけなんです。そこで、

やっぱり先ほど迫委員からもありましたように、北陸新幹線とかリニア新幹線とか、

今、特段に要らないようなものがこれから本府の財政を相当圧迫してくるのではない

かなと思ったりします。そうなりますと、ここの危険な天井川を早く治さないといけ

ない、あるいはこの堤防が弱い、これも早く手をつけないといけない、もういろいろ

ありますよね。崖崩れ危険箇所も何千箇所とありますが、そういうところになかなか

手が回らないという状況があります。私はやっぱり、これだけの災害を受ける状況で

すから、日常普段にやっておくべきことはやっておくという立場で河川整備やら治山

等々頑張っていただければなというふうに思います。それは強く感じました。 

  そういった面でいいますと、淀川水系の河川整備計画についてですけれども、こう

災害が増えてきますと、どうしてもダムに頼ったりしてくるんですよね。でも、これ

はまた莫大なお金がかかりますし、時間もかかるということですから、例えば宇治川、

木津川、桂川、由良川、国直轄の河川といったところも堤防強化など、もっともっと

しっかりやってもらわないといけない状況です。こういう国直轄河川が破堤したりし

ますと、ものすごい災害になるということですからね。これは去年の岡山県真備町と

か愛媛県肱川等々の氾濫ではっきりしていますからね。ここら辺は、国にも言うべき

ことはしっかり言ってもらって、大いに整備を急いでもらいたいと思っております。 

  淀川水系宇治川に関しては、大戸川ダムの復活というのが今、大分、国の動きとし

て出てきているんです。これは私の心配なことです。これに伴って、瀬田川洗堰の全

閉操作をやめるということにでもなれば、下流の住民にとっては治水効果が非常に弱

くなるということで、これなんかもやっぱり４府県知事の合意、少なくとも今、大戸

川はやるべきでないと、これはしっかり堅持してもらいたいなと思っているところで

す。 

  それから、最後に、府営水道並びに府内水道の問題です。昨年、改正水道法が国会

でどさくさに紛れて強行採決をされまして法案が成立したということになっています。

この改正水道法は、やっぱり問題ありだと思います。コンセッションなど民営化を推

進、それから市町村水道の広域化を含む統合や広域化というのが非常に強く打ち出さ

れております。本府も水道グランドデザインをつくりました。その中で、最終的には

広域連携、それから公民連携という方向へというふうな道筋をつくろうとしておりま

す。これと改正水道法が合わさっていきますと、市町村の自治体水道が維持できるの

かどうかという心配が非常にあるんですよね。本府としては自治体の自治権でもある、

あるいは住民の命にも関わる水道ですから、やっぱりできるだけ住民に近いところで

運営していくということが必要だと思うんです。それを最大限追求していただきたい

と。市町村などの技術職員が不足しているということでもありますから、そこら辺の

支援なんかも含めて、しっかりやってもらいたいなと思います。 

  そして、府営水道の料金見直しを今、やられています。水道経営審議会が開催中で
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ありますけれども、ここでも同じことが言えます。やっぱり改正水道法の線に沿って

民営化の方向とか広域化、経営統合等々、これが府営水道を受水している受水自治体

との関係では、そういった方向を押しつけるという形にならないように、私は府がし

っかりそこら辺は踏まえてもらいたいなと思っています。 

  問題は、住民が使わない水まで府営水として買わなければならないと。府から供給

する量と使う量の乖離が甚だしい。ここら辺を解消していくというのが非常に大事で

して、いわゆる建設負担水量の見直しですね、適量にして、それぞれの自治体が府の

水を買うがために赤字に転落するというようなことにならないように、この辺の是正

はしっかりやってほしいと思います。 

  それから、府営水道全体の水源費等の負担軽減をしていくためには、過剰な水利権

を国に買い上げしてもらう、それから水利権の振りかえなども含めて、負担軽減のた

めに絶対必要なことで、これは京都府にしかできません。国に対してそういったこと

ができるような要望をこれまでもしているということでありますが、これをぜひ実現

していただきたいと、こういったことを強く感じました。 

  さまざまなことを最後まで注文ばかりつけているんですけれども、その辺は今後の

課題として、それこそ住民目線で、あるいは自治体経営が成り立つような目線でやっ

ていただくということを要望して、私のまとめとしたいと思います。いろいろとお世

話になりましてありがとうございました。 

 

 

 

 

四方委員長及び中村、園崎両副委員長、各委員の皆さん、また議会事務局、関

係理事者の皆様、本当に１年間ありがとうございました。 

昨年は６月に大阪府北部地震、平成 30 年７月豪雨、台風 21 号の風害等、甚大

な被害に京都府は見舞われたわけです。特に７月豪雨で

は、南丹市以北の６市３町に災害救助法が、更に綾部市、

その後には福知山市に被災者生活再建支援法を適用す

る事態となり、５名の尊い命が失われました。ここで本

当に国と京都府、そして各市町村とのスピーディーな連

携、また対応が今後更に重要になってくるというふうに

考えています。また、この７月豪雨以外にも、先ほどお

話をさせていただきました台風 21 号による風害ですが、

多くの場所で停電が発生いたしました。この停電対策と

いうのも今まであまりなかった対策の一つではないか

と思うんですが、今後こういった新しい災害に対して京都府も各市町村との連携の

もと、備えをしていただきたいと思います。 

あと３カ月弱で出水期がまたやってまいります。河川の整備もあと３カ月弱で

また１度とまってしまうということなんですが、本当に御尽力をいただいているん

ですが、河川整備というのは非常に時間がかかりますので、迅速な対応を、また国
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においては「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」で今後日本におい

て７兆円規模でいろんな整備がされるわけですが、計画どおりに予算が執行できる

ように、そういったところも御配慮いただきたいと思います。 

そのほかの管内調査のほうでは、平成 30 年７月豪雨ということで、南丹、中丹、

また丹後の各広域振興局の管内を調査させていただきました。現場では、最近よく

ここが災害になる場所であるとか、はじめて災害になった場所とかというのが非常

に多く見られたかと思います。特に、北部地域に調査へ行ったわけなんですが、例

えば由良川水系ではない二級河川であるとか、そういうところの整備も今後より計

画を立てて実行していただきたいと思っております。 

管内調査以外にも管外調査にも行かせていただきまして、この調査では長崎県

対馬市で海岸漂着物の現状調査をさせていただいたのが非常に印象に残っており

ます。京都府の中でも北部地域には海岸漂着物があるということも含めて調査に行

かせていただいたのですが、長崎県の対馬市では非常に大陸に近いということで、

中国や韓国と表記された一般的なペットボトルなどのごみ以外にも、医療機器とか

注射針がたくさん漂着している現状を目の当たりにしました。多分、漂着している

のは、その地域の一部であって、まだそれがどんどん海流に乗って日本海側をずっ

と回流している部分があるかと思うので、平成 29 年３月に京都府として国に、海

洋ごみという形で意見書を出させていただいているかと思うんですが、今後もより

こういったことも対策を練っていかなければいけないなというふうに感じており

ます。 

また、管内調査、管外調査以外に閉会中の委員会では、北近畿におけるＬＮＧ

基地の広域ガスパイプラインや、水環境を守るための浄化槽の果たす役割などにつ

いて学ばせていただき、今後の環境・建設交通常任委員会の指針となるような、非

常に大事なところを学ばせていただけたかと思います。これからもまた引き続き、

この環境・建設交通常任委員会という、災害においては府民の皆様の財産、生命を

守る非常に大事な所管になるかと思います。そういったことも含めて、今後とも皆

様のさらなる御尽力と、我々もしっかりとそれをサポート、またいろいろフォロー

できるように頑張ってまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

これで私の１年間のお礼とまとめとさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

四方委員長、中村、園崎両副委員長、そして事務局の皆さん、理事者の皆さん、１

年間大変お世話になりました。 

私はこの１年間、環境・建設交通常任委員会に所属させていただいて、特に港の絡

みですね、機能強化事業等の完成であるとか、さまざまな形でお世話になってきたも

のをつぶさに見させていただいて大変感謝をしております。これからの京都舞鶴港を
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活かした日本海側の拠点港としての今後のあり方とい

いますか、そういったものの重要性を特に学んだよう

に思っております。これからも物流とか、さまざまな

形で国際埠頭の２期整備に向けた調査とか、そういっ

たものも早急にしていかないと追いついていかないな

というふうに感じております。本年度予算でもそうい

ったものを予算措置していただいていますので、更に

強力に進めていただきたいと思っております。 

そして、この港というのは、波高が30センチ以内で

あり、平穏な港としての京都舞鶴港であります。ほか

の港に比べますと防波堤とかそういった投資が要らな

いということで、私は港の大きな特徴だと思っております。そんなことから考えます

と、今、言いました２期とか、そういった部分での投資というのは、ほかの港と比べ

ると全然少ない投資で済んでおりますので、しっかりと予算化をお願いしたいなと思

っております。海自とか海保とか、そういった港としても全国の中で重要な港でもご

ざいますので、よろしくお願いしたいなと思っております。 

   そしてまた、この災害絡みで思い返しますと、７月豪雨のときはちょうど委員会の

２日目であったと思っております。私もこちらに泊まっておりまして、朝にその委員

会が中止という報告を受けて、これから始まってくるその豪雨の恐怖、すごさという

ものと、それによって、道路、鉄道が止まったわけですね。それでこういった交通イ

ンフラの大切さといいますか。ただ、どうしても地元に帰りたいという思いもありま

したので、その日の12時ごろにこちらを出て国道１号を大津のほうに向かって、大津

から湖西を通って福井県の小浜のほうに出て、５時間ほどかけて帰ったのを覚えてお

ります。しかしながら、その後に襲ってきた豪雨災害に地元で対応させていただけた

のも、そうして帰れたことが功を奏したのかなと思っておりますし、そういう災害へ

の復旧というのもしっかりと対応していただいております。これからさまざまな形で

特にインフラというのは道路が止まってしまいますと府民生活、市民生活に大きな影

響を及ぼしてまいります。今も一生懸命工事を進めていただいておりますけれども、

どうしても止まっている、全線通行止めになっているところ、それを少しでも早く片

側通行や、全線通行ができるような形で復旧をお願いしていきたいと思っております。 

   さまざまな事業を、本当に幅広くやっていただいております。特に地元の、先ほど

小原委員も言われましたけれども、高野川や伊佐津川、そしてまた由良川、それから

前から進めていただいているのでちょっと気になっているところがございます。特に

小倉西舞鶴線の事業は「平成32年度を目標に」というふうに掲げていただいておりま

す。一日も早い工事の完成を願っておりますので、さまざまな予算の取り方といいま

すか、今、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」等も世話になってお

りますので、さまざまな財源確保をしていただいて、そういった事業をスムーズに進

展させていくことをお願いします。 

先ほど来、酒井委員からも環境部が離れていくということで、私もＬＮＧとかさま

ざまな事業を見ますと、環境部、建設交通部、そして港湾局がしっかりできているの
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に、離れていかれるのが寂しいなという思いはありますけれども、中野環境部長のし

っかりとした方針で、これからもしっかり連携をとって各施策を進めていただけるの

ではないかというふうに期待をしておりますので、ぜひよろしくお願いをいたしまし

て、私の１年間のまとめとさせていただきます。１年間お世話になりましてどうもあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

私は、簡潔にまとめたいと思っております。この１年間、四方委員長をはじめ、

委員の皆さん、理事者の皆さん、本当に１年間充実した委員会活動ができたことに

対しまして、心から厚く御礼を申し上げたいと思って

おります。今、環境・建設交通常任委員会、特に環境

問題ですね。これからは非常にいろいろな問題が出て

くると、私はこのように思っているんですね。地球温

暖化ということで、私たち府民一人一人が地球温暖化

にならないように。昨今のゲリラ豪雨とか、こういう

ものも地球温暖化の一部のことであろうかなと私は思

うんですけれども、そして想像を絶する水害になって

くると。これによって、いろいろとまた多くの問題が

生じると。私はこれからの環境部というのは、府民の

皆さんと理事者の皆さんが真剣に取り組んでいかなけ

ればならないと、私はこのように思うんです。そして、建設交通部におきましては、

私が議員になって、こういった建設常任委員会のときに、今までは「どこどこの高

速道路ができ上がりました、そしてこれだけの予算がつきました」という報告事項

がたくさんありました。委員の皆さんからも「何とかこの道路を早くつくってもら

いたい」という意見も多く出ておりました。しかし、この１年間、建設交通部の質

問におきましては、「災害が起きたときに主要道路が使えなかったならということ

を考えてもらいたい」ということで、道路をつくってくれとか、こういう意見はあ

まり聞いていません。しかしながら、林田府政、荒巻府政、山田府政、西脇府政と

いうことで、非常におくれた道路網が今、京都縦貫自動車道も北から南まで開通し

たと。また京滋バイパス、京奈和バイパス、第二京阪と、本当に道路網がよくなり

ました。こういったことから、これ以上の道路が必要であるかは私にはわかりませ

んが、ここで環境部と建設交通部がしっかりとスクラムを組んでいただいて、災害

時にはこのようにしていこうということを、やっぱりしっかりと取り組んでいただ

きたいなと思っております。特に府民一人一人の声から、こういった災害において

の建設交通部は、しっかりと府民の目になって取り組んでもらいたいと、このよう

に思っております。これが私の最後のまとめといいますか、皆様方に要望させてい

ただきたいと思います。 
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そして、四方委員長のお許しをいただきまして、本年度で藤森建設交通部長が

退職されると。本当に京都府の発展、そしてまた府民のために長い間御尽力いただ

きましたことに対しまして御礼を申し上げたいと思います。そして最後に、５期

20 年間、私は前窪委員と長年、常任委員会や特別委員会で一緒に勉強させてもら

いました。あなたのように柔らかい質問で、時には蜂のようにプスッと刺す質問で、

やはり経験豊富な議員であろうかと、私は心から敬意を表したいと思っております。

また、若い議員の方たちもあなたの卓越した手腕でしっかりと若い人を育てて、京

都府民のために頑張っていただきますこと、またこういった指導をしてやっていた

だきたいと、このように思います。 

以上で終わります。 

 

 

 

 

よろしくお願いします。私は、２年続けて環境・建設交通常任委員で、自民党で２

回も続けてさせてもらうのは珍しいんです。私も今期はできないと思っていたんです

が、自民党のほうで段取りしていただいてさせてもらって

いるわけなんです。ありがとうございました。特に、私が

一番お世話になったと思うのは、事務局。我々自体は、ど

ちらかと言えば身勝手な考え方をする人が多いわけです。

言いたいことを言って。それを事務局の人も上手に聞き出

していただいて、できたのではないかなというように思っ

ております。うちの委員長、副委員長はやって当然だと思

うんですけれども、事務局の皆さんには本当に頭が下がる

思いですので、ありがとうございました。今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

   さっき、職員さんの給料の面とか、そういう話を聞きました。私も長いこと請負業

をしていたわけです。これで一番難しいのは、新しく会社に入ってきます高校を出て

来た子。そういう子はほとんど３年間ぐらいというのは見習いなんです。それで中途

就職者、職人さんです。私は、３階段だと思うんです。中には、サラリーマンをされ

ていて途中でうちの会社へ来た人もいるわけです。ある程度年がいっていますね。そ

れで子どももいるというようなことだと、そう安い給料で使うというようなわけにい

かないわけです。やっぱりそれなりの給料も出してやらないといけない。職人もいろ

いろあるわけです。職人という名がつくようになろうと思ったら、最低10年はかかる

わけです。図面をぱっと渡してできるようになろうと思ったら、10年はかかるんです。

それを３年や４年ぐらいでやっている子もいるけれども、まともなことはできません。

よそで習ってきたということで、職人としてうちの会社へ来たと。その親方がいい仕

事を知ってないから、そんなに教えてもらっていません。いい仕事、ようできない。

私だって設備屋だから、電気をつけたり、消したり、こんなものはすぐできる。もの

の３年もしたらできる。それでも、そんなもの職人のうちに入らない。やっぱり美観
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的センスとか、いろんなものを覚えようと思ったら、私は最低10年かかると思ってい

ます。それで京都府から積算いただいていろんな仕事が出ているわけなんですけれど

も、私、府から出る仕事は決して値段が安いというようなことは思っていないんです。

間違いなくお金もちょうだいできるし、それなりの積算がしっかりできている。私は

このように思っています。一般的な建築屋さんの仕事は、府よりかは値段的にはいい

仕事があるかもしれない。それでも果たして、仕事ができ上がって、途中に１回ぐら

いお金をちょうだいしても、最終的に手形をもらうわけです。その手形が落ちたらい

いけれども、落ちなければ何千万というようなお金がパアになるわけです。そこら辺

は、府の仕事をしていれば絶対間違いないんだから。だから、やっぱりそれは自信を

持ってもらってね。実際私は自分がそういうことを長いことやってきたから肌身で感

じるわけです。今の議員の先生方でそういう人は誰もいないわけです。よそから聞い

てきたようなことばかりを代弁して言っているだけのことだから。私は自分が肌で感

じて言っていますのでね。これはもう責任持ってやってもらったらいいと思います。

今後とも、府としてしっかり仕事の量も出していただいて、地域の人が潤うように、

ぜひともお願いしたいと思います。本当にお世話になりました。言いたいことばっか

り言って、本当に失礼なことだと思いますけれども、今後ともよろしくお願いします。 

  最後に一言だけ。私、いつも言っています。うちの議員は、北区、上京区、中京区、

下京区、南区の議員がいるわけです。鴨川の話をする人がいない。中州、寄り洲。私

は、これが不思議。橋から鴨川を見てみなさい。中州があったらごみがたまる。本当

に、６大都市でこんなきれいな川はどこにもない。このごろ、台風で残土がたくさん

流れてきています。これをぜひ取っていただきたい。これだけをお願いして、話をや

めます。 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。以上です。 

 

 

 

 

四方委員長、中村副委員長、委員の皆様、事務局の皆様、理事者の皆様、１年

間お世話になりましてありがとうございます。私も簡潔にまとめさせていただきた

いと思います。 

 １つは、お話にありましたが災害の年でございまし

たし、現地調査にも行かせていただきました。被害を

しっかりとつかんで復旧をスピーディーに的確に行っ

ていくということも大事ですし、キーワードとしては

事前防災の取組ということも大事だというのも理解を

いたしておりますが、私は災害時の判断というものも

非常に難しいといいますか、大事な判断だというふう

に感じました。たしか舞鶴市の崖崩れが起きた現場で

伺っていましたが、やっぱりあれは雨の量でこの道は

もう通行止めにするということで、あれだけの崖崩れ
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が起きましたけれども、人命被害は出なかったということで、帰りを急ぐというこ

ともあるのですが、やはりここは絶対に危ないということで被害が出ないような形

で判断をするという厳しい、難しい判断ではあると思うんです。これは道もそうで

すし、河川のほうもそうだと思いますけれども、そういった判断をしっかりしてい

くということと、その府民理解、御理解いただく取組ということも今後は大事にな

ってくるのではないかなと思いました。 

環境もいろいろとありましたが、環境部としての取組も確かに大事なんですけ

れども、やはりこれからは経済だったり建設だったり、アセスメントの話で言うと、

例えば開発していくときには環境とセットですけれども、まだまだいろんな多分野

にわたる行政の中で環境というものが少し遠いような気がします。それぞれの部局

の中に環境部を廃止して、それぞれの係の中に環境係か何かが入っていくぐらい入

り込んでいくような組織であってほしいなということを思いました。そういうこと

をしていく中で循環型のＳＤＧｓという言葉も出てきましたけれども、今後ともま

すます必要な分野だと思いますので、引き続き、環境部の皆様方の御活躍をお祈り

いたしまして、まとめとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

１年間、四方委員長、また園崎副委員長、委員、そしてまた理事者の皆さん、

そして事務局の皆さんには大変お世話になりましてありがとうございました。心

から感謝を申し上げます。 

  先ほどからも多くの委員の皆さん方からお話が出ておりますけれども、まず私

は環境部では小鍛治委員のお話がありましたように、対馬市の海岸漂着ごみにつ

いていい勉強をさせていただきました。海に行くごみというのは、内陸部である

川から海に流れていくということで、対馬市の場合は少し違いますけれども、そ

の中で御承知のように亀岡市がまさにプラスチックごみゼロ宣言ということで、 

レジ袋の有料化ということで、今、亀岡市も鋭意取り

組んでいただいております。私自身も亀岡市における

さまざまな川、そしてまた池の清掃活動をしています

けれども、まさにこのプラスチックごみ、またレジ袋、

こういったものの漂着というものを日々感じながら、

これはやはり何とかしていかなければならない、そん

な思いを今回も持たせていただいたところでありま

す。そして、対馬市のそれぞれの取組をお聞かせいた

だきながら、私自身も環境部で勉強させていただいた

ことを府また地元に帰ってしっかり取組ができるの

かなということで、いい勉強をさせていただいたところであります。 

  もう一つは、浄化槽です。これも参考人の方にお越しをいただいていい勉強を

させていただきました。ただ、亀岡市も浄化槽等の整備についてはまだ十分行き
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届いていない地域もありますし、先ほど下水道の話もありましたけれども、これ

からそれぞれの周辺地域では人口も減少していく中で、限界集落と言われるとこ

ろも含めて、何が一番いいのかということも浄化槽のお話を聞かせていただく中

で自分自身もいい勉強をさせていただいたし、今後も勉強を活かしながら、その

地域に合った活動に結びつくように頑張っていきたいなということを感じさせて

いただきました。 

  そして、建設交通部のほうについては、先ほどからお話がありましたように、

まさに大阪北部地震に始まり、７月豪雨ということで本当に多くの自然災害が発

生いたしました。委員からもいろいろ出ておりますように、建設交通部において

は、南丹土木事務所も含め、それぞれの振興局が日常の仕事以外にあれだけ多く

の災害に当たっていただく、すごい労力であったなと。それをしっかりこなして

いただいておる。本当に私は感謝しかないのかなと。その中でいろいろまた言い

たいことを言われる方もありますけれども、私は本当に心から感謝をするところ

であります。そして、この亀岡市においても多くの被害が発生しましたし、特に

亀岡市でも１名の方が土石流にのまれて亡くなられるという事態も発生しまし

た。先ほどもお話が出ておりますように、治山に関しては京都府では 5,000 カ所

ほどやっていかなければならないということであります。今回私の生まれ育った

ところも昭和 35 年に大災害が発生しているのですけれども、まさにそのときと同

じような状況で多くの土砂が流れてひどい状況になっている現状もあります。そ

ういったところも、私も現地に足を運んで現場を見ますと、やはり今日まで、特

に山については以前と違って、木材が安くなったということで山に全く人が入ら

ない、そういう環境にある。そういったことから、ああいった山の手入れができ

ていないところから大きな災害が発生する、そういうようなことも起こっている

ということを感じさせていただいたところであります。ここに直接的には関係な

いのですけれども、特に台風 21 号の強風で、亀岡市は鎮守の森の倒木がほとんど

発生をしたということと併せて、個人の山も含めて多くの被害が起きております。

こういう対策にどういう補助金があるのかなということで、私も京都府庁の中を

全部歩きましたけれども、なかなかこれにマッチした補助金がなかったというよ 

うなことが現状であったと思っております。今回、西脇知事のほうで国も含めて

そういった倒木対策の補助をまた新たに組んでいただくということで今、取組を

いただいておりますけれども、そのことが次なる二次災害の起こる可能性は十分

含んでおるということでありますので、そういった対策も早くやっていかなけれ

ばならない急務の仕事ではなかろうかなということも感じさせていただきまし

た。なにはともあれ、この委員会において多くのことを学ばせていただきました

し、今後こういった自分自身が勉強させていただいたことをまた今後の議員活動

にしっかり活かしていきたいと思っている次第であります。 

理事者の皆さん方、また委員の皆さん方にもこの１年間御指導いただきお世話

になりましたことを心から御礼申し上げて、私のまとめとさせていただきます。

ありがとうございました。 
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それでは、閉会に当たり、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

  昨年の５月に委員長に選任していただいて以

来、中村、園崎両副委員長をはじめ、委員の皆様

方、また事務局の皆様には格段の御協力をいただ

きまして、心から感謝を申し上げたいと思います。

また、中野環境部長、藤森建設交通部長をはじめ、

理事者の皆様方におかれましても大変お世話に

なりまして本当にありがとうございました。 

 私は常任委員長になるのもはじめての経験でし

て、不慣れなものでありましたが、本当に皆さん

のおかげでこの委員長の責務も無事に果たせた

ことは、一生の思い出になりました。本当にあり

がたく思っております。また、この１年を振り返

りますと、皆さんおっしゃいましたように、昨年

は災害の年でありまして、残念なことに京都府内

でも亡くなられる方があったという大変悲惨な

１年でございました。本委員会でも委員の皆さん

に御無理を申し上げて時間を取っていただいて現地調査に行かせていただきました。

そのときの調査の中で現地の方々が本当に切実に困っておられて、早く復旧してほし

いという思いを持っておられるということを痛感させていただきました。また、災害

の復旧に当たっては現場で御奮闘いただいている環境部、建設交通部の皆様方に対し

ましても改めて厚く御礼申し上げたいと思います。行政の皆さん、特に環境部とか建

設交通部の皆さんのお仕事というのは 100％できて当たり前で、そういう厳しさとい

うのがあるというのはこれから先もやむを得ないことだとは思うのですが、ただ、い

かに現場の皆さんが仕事をしやすい環境を我々議会が皆さんと連携してつくるかと

いう意味で、今後もこの委員会ではこういったことに配慮して、我々も努力していき

たいと思っております。 

環境部におかれましては、積極的なエネルギー政策の推進や自然環境の保全、また

将来にわたり安心・安全な上下水道等のインフラ整備にも今後も引き続いて取り組ん

でいただきたいと思っております。また、先ほどからお話のある、視察に行かせてい

ただいた対馬市の海岸漂着物の問題は、これからも京都府の特に北部地域では大変大

きな問題になってくると思っております。また、月一常任のＬＮＧのパイプラインの

問題ですとか浄化槽のこと、そういったこともぜひ積極的に取り組んでいただきたい

なと思っております。 

  建設交通部におかれましては、やはり防災・減災対策というのが喫緊の課題であり
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まして、災害へ万全の対策を講じていただけるよう引き続きお願いいたします。また、

府域の均衡ある発展のため、山陰本線、奈良線の複線化というのも必要不可欠である

と思っておりますので、早期の実現に向けて関係団体や市町村等と連携して取り組ん

でいただきたいと考えております。 

  今回、結構遠いところへ視察に行かせていただいて、その間、委員の皆さんもお忙

しい中ではあったと思うんですが、皆さん御協力いただいて全行程に御参加いただき

ました。管内調査は理事者の皆さん、角田副部長に来ていただいたのですが、その昼

御飯のときに従業員の女性の方が、「調査の方ですか」というふうに聞かれて、その

方の娘さんが代替バスを使って宮津から舞鶴へ通勤しておられるのが、「代替バスの

時間が通勤時間に合わないのですが誰に言ったらいいかわからなかったんです」とい

うことを我々に言われて、それをすぐ角田副部長に動いていただいて、その後、その

方とも連絡を取り合っていただいたということもありました。この視察は通常、事務

局と議員だけで行くのですが、本来は理事者の皆さんも一緒に同じ勉強をするという

か、理事者の方は理事者の方で別のところへ行っておられるし、我々は我々で別のと

ころへ行っているというよりは、本来は共に京都府の課題はこういうところでという

ので、一緒に行って、その道中、また見た後、いろんな話をするというのも大事なこ

とではないかなと思いました。事務局には言ったのですが、いろいろとハードルもあ

りましてなかなか簡単にはいかないということですが、そこはまた全ての会派の皆さ

んにいろいろと御協力いただいて、そういったこともできるようになることがこの委

員会がより充実することではないかなと思っております。我々はまた選挙があります

ので、戻ってこられましたら、一緒にいろんなことを考えさせていただきたいと思い

ます。 

  また、前窪委員は御勇退ということで先ほどお話もありましたが、一番やり合いと 

いうか、バトルをさせていただきましたけれども、本当に勉強になりましたので、今

後とも御指導よろしくお願いいたします。 

  本当にいろいろとこの１年間お世話になりましてありがとうございました。今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 
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附 

 
環境・建設交通常任委員会 管内外調査等実施状況 

 
１ 管内調査 
 

年度 年 月 日 調 査 先 及 び 調 査 事 項 

２７ 

 
27. 7.14 
    ～15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. 8.18 
 

 
28. 2. 8 
 
 
 
28. 3.26   

 
 

28. 3.27 
 
 

28. 5. 7 

 
○京都府道路公社、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事 
務所、京丹波町〔於：道の駅 京丹波味夢の里〕 
・京都縦貫自動車道（丹波綾部道路）の概要について 
・現地視察（京丹波パーキングエリア、新瑞穂トンネル、京丹
波みずほインターチェンジ） 

○中丹西土木事務所、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道

事務所、福知山市〔於：中丹西土木事務所〕 
・由良川流域（福知山市域）の総合的な治水対策事業等の状況
について 

・現地視察（由良川流域（福知山市域）における総合的な治水
対策（荒河地内：調節池、排水機場予定地）、由良川直轄河
川改修事業（北有路地区改修）（大江町北有路地内：築堤工
事）、有路下橋災害復旧事業（有路下橋）） 

○京丹後市役所 
・再生可能エネルギー普及促進に向けた取組について 
・現地視察（弥栄小学校、京丹後市エコエネルギーセンター） 

○北近畿タンゴ鉄道株式会社、ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式
会社、宮津市〔於：天橋立ターミナルセンター〕 
・上下分離方式による京都丹後鉄道の取組について 

・現地視察（京都丹後鉄道西舞鶴駅車庫、天橋立駅舎） 
 

○木津川上流浄化センター消化ガス発電設備発電起動式 
（行催事等委員会調査） 

 
○出前議会〔於：京都府山城広域振興局田辺総合庁舎〕 
・持続可能な社会の実現 
～地球温暖化対策の取組の推進について 

 
○京都丹波高原国定公園指定記念式典（行催事等委員会調査） 
○由良川「水害に強い地域づくり」推進式典（行催事等委員会調査） 
 

○一般府道八幡城陽線（上津屋橋【流れ橋】）開通式 
（行催事等委員会調査） 
 

○鴨川拠点整備（勧進橋～水鶏橋）竣工式（行催事等委員会調査） 
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２８ 

 

28. 7.19 

～20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 .7.26 

 

 

28 .8. 6 

 

28 .8.28 

 

28.11.25 

 

29 .4.30 
 

 

○京都鉄道博物館 

・鉄道を基軸とした事業活動の展開について 

・施設視察 

○京都丹波高原国定公園〔於：美山町自然文化村文化ホール〕 

・京都丹波高原国定公園の概要及び今後の取組について 

・現地視察（かやぶきの里） 

○山陰海岸ジオパーク〔於：峰山総合庁舎〕 

・山陰海岸ジオパークにおける自然の保全及び活用の取組につい

て 

・現地視察（大成古墳群等、船上視察） 

○野田川大宮道路〔於：峰山総合庁舎〕 

・山陰近畿自動車道野田川大宮道路の整備状況について 

・現地視察（京丹後大宮インターチェンジ等） 

 

○ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業起工記念式典（行催事等委

員会調査） 

 

○都市計画道路宇治淀線開通式（行催事等委員会調査） 

 

○一般国道163号（北大河原バイパス）開通式（行催事等委員会調査）  

 

○エネルギー新時代フォーラム in 舞鶴（行催事等委員会調査） 

 

○新名神高速道路（城陽ＪＣＴ・ＩＣ～八幡京田辺ＪＣＴ・ＩＣ） 一般府道

八幡京田辺インター線 開通式典（行催事等委員会調査） 
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２９ 

 

29.11. 6 

 

29.11.27 

～28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12. 5 

 

 

29.12. 9 

 

 

30. 3.17 

 

 

30. 3.17 

 

30. 3.26 

 

 

30. 3.28 

 

 

30. 5.12 

 
30. 5.12 
 

 

○近畿地方治水大会（行催事等委員会調査） 

 

○防賀川［於：山城北土木事務所］ 

・防賀川の整備状況について 

・現地視察（防賀川） 

○ＧＬＭ株式会社 

・ＧＬＭ株式会社における電気自動車の普及に向けた取組について  

○商工労働観光部・建設交通部港湾局［於：第２ふ頭旅客ターミナル］  

・京都舞鶴港の整備状況について 

・船上視察 

○高野川 

・台風21号による被害状況について 

○府道38号線 

・台風21号による被害状況について 

○京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林 

・「芦生の森」の生態系維持回復に向けた取組について 

・現地視察（芦生の森） 

 

○北陸新幹線（敦賀・大阪間）建設促進決起大会 

（行催事等委員会調査） 

 

○京都環境フェスティバル2017オープニングセレモニー 

（行催事等委員会調査） 

 

○山手幹線（府道八幡木津線）宮津・菱田工区開通式 

（行催事等委員会調査） 

 

○赤田川河川改修 赤田川水門竣工式（行催事等委員会調査） 

 

○西高瀬川導水事業及び三条坊町公園竣工式 

（行催事等委員会調査） 

 

○京都丹波高原国定公園ビジターセンター完成記念式典 

（行催事等委員会調査） 

 

○平成30年度由良川水系総合水防演習（行催事等委員会調査） 

 
○京都舞鶴港 舞鶴国際ふ頭 機能強化事業完成記念式典 
（行催事等委員会調査） 
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附 

３０ 

 

30. 7.24 

～25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.18 

 

 

30.12. 8 

 

 

31. 3.24 
 

 

○南丹広域振興局 

・平成 30年７月豪雨の被災状況について（南丹管内） 

・現地調査（国道423号（亀岡市法貴峠）、日吉ダム（南丹市）） 

○中丹広域振興局 

・平成 30年７月豪雨の被災状況について（中丹管内） 

・現地調査（犀川（綾部市物部）、八田川（綾部市梅迫）、舞鶴福知

山線（舞鶴市三日市）） 

○丹後広域振興局 

・平成30年７月豪雨の被災状況について（丹後管内） 

・現地調査（京都丹後鉄道（宮津市波路）、国道178号（宮津市日

置）、竹野川（京丹後市）） 

 

○全国道路利用者会議第68回全国大会 

（行催事等委員会調査） 

 

○京都環境フェスティバル2018オープニングセレモニー 

（行催事等委員会調査） 

 

○国道307号奥山田バイパス開通式 

（行催事等委員会調査） 
 

  



 

               参考資料  

 

- 68 - 

附 

２ 管外調査 
 

年度 年 月 日 調 査 先 及 び 調 査 事 項 

２７ 

 

27.11.11 

  ～ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 1.18 

  ～ 19 
 

 

○岐阜市議会 

・バス高速輸送システム(ＢＲＴ)活かしたまちづくりについて 

○岐阜県議会 

・社会基盤維持管理における人材育成について 

○東京都議会 

・下水熱利用事業について 

○目黒区議会〔於：北部地区サービス事務所〕 

・目黒天空庭園・オーパス夢ひろばの概要について 

・現地視察 

○柏市議会〔於：ＵＤＣＫ(柏の葉アーバンデザインセンター〕 

・柏の葉国際キャンパスタウン構想の概要について 

・現地視察 

○埼玉県議会〔於：東松山市総合会館〕 

・埼玉エコタウンプロジェクトの取組について 

・現地視察 

 

○有限会社鳥栖環境開発綜合センター 

・水素利用社会に向けた実証実験の取組状況について 

・施設視察 

○佐賀県議会 

・海洋再生可能エネルギー実用化に向けた取組について 

○松浦鉄道株式会社 

・経営改善の取組について 

○長崎県議会〔於：長崎県大波止ビル〕 

・長崎港の日本海側拠点港の取組について 

・現地視察（長崎港松が枝国際ターミナルビル） 
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２８ 

 

28.11. 7 

   ～ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

29. 1.24 

～ 25 
 

 

○島原半島ジオパーク協議会 

・ジオパークの環境保全と活用状況について 

・現地視察（雲仙岳災害記念館） 

○国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所〔於：阿蘇大橋

周辺〕 

・熊本地震による被災及び復旧状況について 

・現地視察（阿蘇大橋周辺） 

○みやま市議会 

・みやまスマートエネルギーの仕組みについて 

・施設視察（みやまＨＥＭＳプロジェクト体感ショールーム） 
 

○博多まちづくり推進協議会〔於：ＪＲ九州 博多まちづくり推進室内〕※ 

・博多駅周辺のまちづくりの取組について 

・現地視察（ＪＲ博多駅周辺） 
 

○北九州次世代エネルギーパーク 

・響灘地区における風力発電及びＬＮＧ施設の概要について 

・現地視察（風力発電ＮＳウィンドパワーひびき等） 

※ＪＲ博多駅前の道路陥没事故の影響により、調査を中止 

 

○香川県直島環境センター 

・産業廃棄物の処理について 

・施設視察 

○広島県議会 

・水道事業の管理運営について 

○コマツＩｏＴセンタ近畿 

・スマートコンストラクションの概要について 

・施設視察 
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２９ 

 

29. 7.11 

  ～ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11. 7 

 ～ 9 
 

 

○博多まちづくり推進協議会 

・博多駅周辺のまちづくりの取組について 

・現地視察（ＪＲ博多駅周辺） 

○福津市議会 

・上西郷川のグリーンインフラの取組について 

・現地視察（上西郷川） 

○周南市役所［於：周南市地方卸売市場内 水素学習室］ 

・周南市における水素利活用の取組について 

・施設視察 

○広島県議会 

・土砂災害死ゼロを目指す「ひろしま砂防アクションプラン2016」の

概要について 

・現地視察（安佐南区八木地区） 

 

○横浜市会 

・横浜市の水道アセットマネジメントの取組について 

○横浜港 大さん橋 国際客船ターミナル 

・クルーズ客船寄港促進に向けた横浜港の整備について 

・現地視察（新港ふ頭） 

○ゆめソーラー館やまなし 

・山梨県の次世代エネルギー啓発の取組について 

・施設視察 

・現地視察（米倉山太陽光発電所 展望台） 

○山梨県立リニア見学センター 

・超電導リニア及びリニア中央新幹線の概要について 

・施設視察 

○神奈川県議会 

・神奈川県のエネルギー自立型住宅・ビル・街の実現に向けた取組

について 

○木更津市議会 

・東京湾アクアライン等を活用したまちづくりについて 

○東日本高速道路株式会社関東支社 

東京湾アクアライン管理事務所［於：海ほたる］ 

・東京湾アクアラインの緊急避難体制について 
・現地視察（アクアライン緊急避難施設） 
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３０ 

 

30. 8.27 

  ～ 28 

 

 

 

 

 

 

30.11. 5 

 ～ 7 
 

 

○富山新港管理局 

・環日本海・アジアの交流拠点としてさらなる発展を目指す伏木富

山港の取組について 

・現地視察（海王丸パーク） 

○北越急行株式会社 

・地方鉄道の利用拡大のための取組について 

・現地視察（六日町駅周辺） 

 

○秋吉台エコミュージアム 

・自然環境保全・創設のための取組について 

・施設視察 

・現地視察（Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークセンター） 

○対馬市役所 

・海岸漂着物の現状と対策について 

・現地視察（対馬市厳原町椎根周辺） 

○ツシマヤマネコ野生順化ステーション 

・国内希少野生動植物保全の取組について 

・施設視察 

○福岡県議会 

・廃棄物の減量促進と環境リサイクル産業の振興、循環型社会の

構築について 

○九州旅客鉄道株式会社 

・九州旅客鉄道株式会社（ＪＲ九州）の経営基盤強化の取組につい

て 
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